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表紙のことば 植物画家　上地　操

『ボタニカルアート・シュウメイギク』
植物画（ボタニカルアート）とは、一言でいえば植物の姿をありのままに描きう

つした絵の事。
植物を観察すると、花弁の数や色、オシベ、メシベ、葉脈等の細部が見えてそれ

らを正確に表現した絵が植物画と呼ばれます。その為の約束事が「実物大で描く、
科学的に描く、見る人の心を引き付けて観賞出来る絵」です。
植物画家、西村俊雄先生に25年師事し、花木を中心に描き続けています。

「季節のめぐり」発行、毎年植物画カレンダーを発行。


